
松戸市工事技術検査実施要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、松戸市工事検査要綱第１３条の規定による技術検査に関

し必要な事項を定め、もって工事の適正かつ能率的な施工を確保するととも

に工事に関する技術水準の向上に資することを目的とする。 

 

（技術検査の実施） 

第２条 技術検査は、技術的な観点から工事中及び完成時の施工状況の確認及

び評価を行うことをいう。 

２ 技術検査は、原則として請負工事において地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２３４条の２第１項の検査を実施するときに行うものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、工事の施工の途中等において工事担当課長が必

要と認めたときは技術検査を行うことができるものとする。 

 

（技術検査を行う者） 

第３条 技術検査を行う者は、松戸市工事検査要綱第６条第４項に定める検査

職員とする。 

 

 （技術検査の方法） 

第４条 前条の規定により技術検査を行う者が技術検査を行うに当たって必要

な技術的基準は、別に定めるところによるものとする。 

２ 検査職員は、技術検査を行うときは、当該技術検査に係る工事を担当する

職員に対し、当該工事に関する図書若しくは物件の掲示、立会い又は工事に

関する説明を求めることができるものとする。 

 

（技術検査の結果の報告） 

第５条 検査職員は、技術検査を完了した場合は、遅滞なく、当該技術検査の

結果について、工事検査担当課長に報告するものとする。 

 

（工事成績の評定） 

第６条 検査職員は、請負工事について技術検査を完了した場合に、別に定め

るところにより、工事成績を評定しなければならないものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日から適用する。 


